
西海国立公園の公園計画の変更に関する 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

 

１ 意見募集方法の概要 

 

（１）意見募集の周知方法 

変更案概要を環境省ホームページに掲載 

記者発表（環境省記者クラブ・長崎県記者クラブ） 

資料の配付 

 

（２）変更案の確認方法 

環境省自然環境局国立公園課にて変更案（公園計画 書及び図面）を閲覧可能 

 

（３）意見提出期間  
平成１６年４月２３日から５月２４日まで（３２日間） 

 

（４）意見提出方法 

郵送、ファックス又は電子メール 

 

（５）意見提出先  
環境省自然環境局国立公園課 

 

 

２ 意見募集の結果 

 

・封書によるもの                ０通 
・ファックスによるもの         ０通 
・電子メールによるもの         ５通 
       合  計               ５通 
 

３ 整理した意見総数 

 

 ・今回の変更案に係るもの     ８件  
 ・その他の意見等              １４件 
         合  計              ２２件



西海国立公園の公園計画の変更に関するパブリック・コメントの実施結果 

 

番号 ご  意  見 件数 対  応  方  針 

公園計画の変更に関する意見 

１ 

【計画変更に関するご意見】 
＊公園計画の変更に賛成。 
＊観光都市宣言の佐世保市としては期待できるのではないか。 
＊公園計画の変更はやむを得ない。 
＊ゴミ問題や生態系への影響の対処法を具体的に示してから変更するべ

き。 
＊豊かな自然が失われないような自然との調和を考えた開発計画を。 

５ 

環境省原案のとおりとします。 
なお、自然環境への影響等については充分配慮

した上で今回の計画変更案を作成しております

が、今後整備を行う際にも充分配慮して行われ

るよう留意し、また事業執行者を指導してまい

ります。 
 

２ 
【計画変更に伴う整備等に関するご意見】 
＊生態系への影響や施設の整備に関する費用対効果等を示した上で公園

計画の変更を行うべき。 
１ 

環境省原案のとおりとします。 
なお、ご意見は、今後行われる事業執行の際に

適切に判断してまいります。 

３ 

【個別の計画変更に関するご意見】 
＊環境破壊の危険性があるので、亀ノ子島の博物展示施設の必要はない

のでは。 
＊亀ノ子島の休憩所、アウトドア施設を作ることはよい。 

２ 

環境省原案のとおりとします。 
なお、博物展示施設は既存施設を再利用する予

定のものでありますが、改修に当たっては慎重

な配慮を行うよう事業者に伝えてまいります。 

公園計画の変更に関する意見 

１ 
＊国際的な環境問題の解決のため、自然保護を通じた国際的な協調が必

要である。 
１ 

今後とも協調してまいります。 
 



２ 

【整備に際しての自然環境への配慮等 
＊どうしても必要な開発は、その必要性を十分に吟味し、仮に必要なく

なった場合は、復元可能な方法によって行われるように。 
＊税金の有効活用であること。 
＊環境への影響、生態系への影響が生じないように。 
＊「環境保全」に留意し、現状への影響が生じない施設等の整備事業を。 
＊構造物は景観に配慮した構造・外観・色彩であること。 
＊アセスメントの実施を。 
＊行き過ぎない整備が必要。 
＊観光客の増加により自然が破壊されないよう細心の注意をもって整備

を。 

８ 

長崎県等の事業執行者を指導し、適切に対応し

てまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

【管理等に関するご意見】 
＊施設の整備とあわせて観察指導員やガイドの養成などソフト面の充実

も図るべき。併せて、ゴミの持ち帰りなど利用マナーの向上を図るべ

き。 
＊ゴミ問題に対応するための専門の監視員を設置し、勉強会の開催や市

民への働きかけを。 

２ 

環境省としても既存の制度を活用するととも

に、長崎県等の関係者に助言するなど適切に対

応してまいります。 
 
 
 

４ 

【その他のご意見】 
＊ドルフィンセラピーを臨海学校と称して、自閉症の子ども達を集めて

学校を開いては。 
＊亀ノ子島でドルフィンセラピーを行うことはとてもよい。 
＊佐世保の町が美しくなれば国立公園の活性化も図れる。環境省のノウ

ハウを活かしてみすぼらしい都市環境に大いに注文を。 

３ 

本計画での対応は困難ですが、今後の参考とさ

せていただきます。 
 
 
 
 




